
１．開催日の決定

２．施設使用の事前調査（競技専門部調査：前年度１０月末日までに）

来年度予約の申込期日、施設調整会議の有無等を確認した上で、以下の内容を「各種大会調査」に記入し

事務局に提出する

①　期　　日　（準備日・予備日も含める）

②　会　　場　（複数会場の場合はそれぞれ個別に調査しておく）

③　使用時間　（準備・片付けも含める）

※　空き状況の確認・仮予約等ができる場合は、資料提出前に専門部で行うこと。

３．施設使用の手続き

（１）事務局が一括して申込み、専門部が日程を調整する施設

（専門部委員が施設主催の調整会議に出席）

施  設  名 別紙（資料１）参照のこと

日程調整 ① 各専門部の大会調査を元に、施設からの施設使用希望調査で事務局が申請する。

② 施設が事務局からの申請を基に調整をおこない、事務局とメール等で書面調整を行う。

③ 各施設の調整会議に専門部委員が出席し、他団体と日程等の最終調整をする。

④ 会議後、専門部から事務局に連絡。日程変更等が必要な場合は、専門部で再検討する。

借用申請 調整会議終了後、日程確定に基づき、それぞれの競技専門部が借用申請を行う。

（２）競技団体（専門部）が一括して申込み、日程を調整する施設

（競技団体の代表が施設主催の調整会議に出席）

施  設  名 別紙（資料１）参照のこと

日程調整 ① 専門部とそれぞれの競技団体で希望日程を調整する。

② 各施設の調整会議に競技団体の代表者が出席し、他団体と日程を調整する。

③ 会議後、競技団体から専門部に連絡。専門部は確定した日時を高体連事務局に報告する。

借用申請 調整会議終了後、競技団体からの連絡で、それぞれの競技専門部が借用申請を行う。

（３）専門部が日程調整する施設　（専門部（委員）が直接施設調整）

施  設  名 別紙（資料１）参照のこと

日程調整 ① 専門部は、それぞれの施設や競技団体と調整して日時を決定する。

② 決定後、専門部は確定した日時を高体連事務局に報告する。

借用申請 決定後、それぞれの専門部で借用申請を行う。

４．減免措置 事 務 局 ① 大分スポーツ公園関連施設 ※　借用申請の写しを事務局に提出する。

専 門 部 上記①以外の、すべての減免対象施設（R5より学校施設等は全て専門部対応）

５．借用料 各専門部が施設に支払う。（事務局が前払いした場合は、差し引いて部費を支給する）

６．学校施設 ① 専門部は借用する学校の管理職・事務室へ十分な説明等、委員を通じて万全な対応をする。

② 専門部内に会場管理責任者（担当者）を決める。

※総括者として事務局からも出席する

競技専門部

県総体・新人大会における使用施設の手続き等について

県総体主日程 県総体総合開会式 県総体先行開催等 県新人大会

決定者 高体連事務局（理事会）



① 大分スポーツ公園 ① 大分市営スポーツ施設 ① 学校施設（体育館等）

・レゾナック武道スポーツセンター ・豊後企画フィールド（駄原球技場） ② 大分県立庄内屋内射撃場

② 大洲運動公園 ・豊後企画テニスコート（駄原庭球場） ③ 大分県サッカー協会人工芝グラウンド

・サイクルショップコダマ大洲アリーナ ・日岡公園グラウンド ④ 別府市営競輪場

③ 別府市営スポーツ施設 ・日吉原体育館 ⑤ 宇佐市総合運動場相撲場

・別府市総合体育館べっぷアリーナ ・大分市営温水プール ⑥ 杵築市営スポーツ施設

・実相寺サッカー場、実相寺多目的グラウンド ・南大分体育館 ・杵築市営サッカー場

② 大洲運動公園 ・杵築市文化体育館

・サイクルショップコダマ大洲アリーナ ⑦ 由布市湯布院スポーツセンター

・クライミング場、ボルダリング場 ⑧ 日田市夜明ボートコース

・弓道場、遠的場 ⑨ 玖珠町メルヘンの森スポーツ公園ホッケー場

③ ダイハツ九州アリーナ ⑩ 九重文化センター武道場

④ 佐伯市営スポーツ施設 ⑪ 真玉B＆G海洋センターカヌー場

・佐伯中央病院アリーナ ⑫ 豊後大野市大原総合体育館

・佐伯市総合運動公園人工芝グラウンド ⑬ 豊後大野市大原馬術場

⑤ 大分スポーツ公園 ⑭ ヨットや登山で使用する野外施設

・レゾナックドーム大分 ⑮ その他（上記にない施設等）

・レゾナック武道スポーツセンター ・SPA直入サーキット場

・レゾナックテニスコート ・住吉浜リゾートパーク

・レゾナックサッカー・ラグビー場 ・ゴルフ場

・レゾナックグラウンド（サブ競技場） ・OBSボウル

・レゾナックスタジアム

・多目的運動広場

⑥ 別府市営スポーツ施設

・別府市総合体育館べっぷアリーナ

・実相寺サッカー場、実相寺多目的グラウンド

・別府市営青山プール

施設名

①は専門部が行う

（その他、減免できる施設は状況に応じて検討）

原則、施設調整会議の出席がない施設

施設調整（借用）会議の対象施設一覧
資料１

借用申請

減免申請

全て専門部

事務局からは調整会議前に一括申請書を送る

①は事務局が行う

専門部は①の借用申請を事務局に提出する

全て専門部

事務局からは調整会議前に一括申請書を送る

⑤は事務局が行う

専門部は⑤の借用申請を事務局に提出する

全て専門部

高体連事務局が申し込み調整会議に同席 競技専門部等が申し込み調整会議に出席 専門部が直接、施設調整・借用・減免申請


